
同族会社や中小企業であっても、法人（株式会社）である以上、会社法等の規制を受けることになります。本ニュース

レターでは、自己株式について解説いたします。 

なお、本項の内容は、記事掲載日時点の情報に基づき作成しておりますが、最新の法例、判例等との一致を保証するも

のではございません。また、個別の案件につきましては専門家にご相談ください。 

 

自己株式② ― 全株主からの自己株式取得（ミニ公開買付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【企業法務】会社運営の留意点 自己株式② 

合意による自己株式の原則形態である、いわゆるミニ公開

買付により自己株式を取得する場合、原則として取得それ自

体について株主総会で決議するとともに、取得の実行につい

ても取締役会で決議するという、２つの機関による決議が必

要となります。 

 

もっとも、一定の要件を満たす取締役会設置会社であれ

ば、定款の定めがあれば取得それ自体の決議を取締役会で行

うことも認められています。 

当社は非上場会社であり、取締役会設置会社で

すが、このたび、発行済株式総数を減少させて株

価を改善させるべく、自己株式の取得を検討して

います。 

 

株主との合意に基づき取得することとし、その

方法として、全株主に申込みの機会を与える方法

で取得することを検討していますが、株主総会決

議は必要でしょうか。 

09 



◆ 解説                                         

1. 全株主に申込みの機会を与える方法（ミニ公開買付） 

先月号（NS News Letter vol.24）の「自己株式−自己

株式を取得できる場合とその方法」で説明したとおり、株

主との合意により会社が自己株式を取得する方法は大き

く４つに整理することができますが、そのうち、全株主に

申込みの機会を与える方法が、一般に「ミニ公開買付」と

呼ばれています（会社法１５６条）。 

会社法上、このミニ公開買付が合意による自己株式取得

の原則的な取得方法として規律されており、特定の株主か

らの取得等については、必要な手続要件が加重等されてい

る場合があります。 

なお、上場会社について、会社が市場「外」で自己株式

取得を行う場合、特定の株主からの取得（会社法１６０条）

を除き、金商法上の公開買付手続によることが必要となる

ため、ミニ公開買付の方法で取得することはできません

（金商法２７条の２２の２第１項第１号参照）。 

したがって、ミニ公開買付の方法は、会社が自己の非上

場株式を取得する場合にのみ利用できるものといえます。

2. ミニ公開買付の手続き 

合意による自己株式取得の原則形態というべきミニ公開買付の手続は、原則として、概要以下の５つのプロセスを経る

ことになります。各プロセスを規定した条文は別々に規定されているため、条文を逐一確認しながら整理するとよいでし

ょう。 

I. 株主総会決議−取得の「枠取り」のための決議 

株式会社は、原則として、株主総会の普通決議により、

自己株式取得の「枠取り」として、以下の事項を定める必

要があります（会社法１５６条１項）。 

① 取得する自己株式の種類及び数 

② 自己株式の取得と引き換えに交付する金銭等の内容及

びその総額 

③ 株式を取得することができる期間 

ただし、取締役会設置会社では、以下の場合には、例外

的に、株主総会決議ではなく、取締役会決議により、会社

法１５６条１項に規定する自己株式取得の決議を行うこ

とが認められています。 

① 一定の要件を満たす会社において、剰余金の配当等を

取締役会が決定する旨の定款の定めがある場合（会社

法４５９条１項１号）（☆） 

② 子会社の有する自己株式を取得する場合 

③ 市場取引、公開買付による取得を取締役会で決定する

旨の定款の定めがある場合 

II. 取締役会決議−取得の「実行」に係る決議 

上記Ⅰの株主総会決議は、いわば自己株式取得の「枠取

り」のための決議ですが、実際に自己株式の取得を「実行」

する段階において、株式会社は上記Ⅰの株主総会決議の範

囲内で、別途以下の事項を決定する必要があります。 

① 取得する自己株式の種類及び数 

② 自己株式１株を取得するのと引き換えに交付する金

銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 

③ 株式を取得するのと引き換えに交付する金銭等の総額  

④ 株式の譲渡しの申込みの期日 

このように自己株式の取得のためには、原則として、Ⅰ

取得それ自体を決定するための株主総会決議と、Ⅱ当該株

主総会決議に基づく取得を実行するための取締役会決議、

の２つの決議が必要となることに注意が必要です。 

III. 株主に対する通知・公告 

上記Ⅱの決定を行った株式会社は、株主が譲渡しの申込

みができるよう、決定した内容を株主に通知する必要があ

ります（会社法１５８条１項）。 

なお、会社が公開会社の場合、個別の通知ではなく、公

告によることが認められています（会社法１５８条２項）。 

IV. 会社に対する譲渡しの申込み 

上記Ⅲの通知又は公告により、株式会社に対して自己株

式の譲渡しを希望する株主は、譲り渡す株式の種類及び数

を特定して申し込む必要があります（会社法１５９条１

項）。 

V. 会社の承諾 

上記Ⅳに基づき、株主から譲渡しの申込みを受けた株式

会社は、特段の意思表示をすることなく、上記Ⅲで定めた

譲渡しの申込期日において、申込みに係る自己株式の譲受

けを承諾したものとみなされます（会社法１５９条２項）。 

企業法務について詳しく知りたい方はこちら 
【企業法務サイト】 http://houmu.nagasesogo.com/ 
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